
 

令和８年度 札幌市立陵陽中学校「保護者と先生の会」 

 
 

  

 

 

 

 

             

 

総会議案書 
 

【議案】 
（１）報告事項 

①令和７年度ＰＴＡ運営活動報告 

②令和７年度ＰＴＡ会計決算報告 

（２）審議事項 

①令和８年度ＰＴＡ運営活動計画（案） 

②令和８年度 PTA 会計予算（案） 

③「札幌市立陵陽中学校保護者と先生の会」会則改正（案） 

➃令和８年度 PTA 役員候補者に関する役員選考委員会からの報告 

 

【添付】 
 

   （１）「札幌市立陵陽中学校保護者と先生の会」会則 

    （２）2026 年度札幌市 PTA 共済会のご案内 

 

 

      



資料１ 

令和 7 年度 ＰＴＡ事務局 活動報告                

 

活動日 活 動 内 容 

３～４月 新年度準備、ＰＴＡ入会式打合せ 

4/9 ＰＴＡ入会式（入学式終了後）、総会準備（資料印刷、配付）、年間予定確認等 

4/25 役員会・総会 ※新年度ＰＴＡ役員始動 

5/8 委員会準備、打合せ（今年度活動について、落ち葉拾いについて他） 

6/14 役員会、全体会・第１回運営委員会 

6 月末 ＰＴＡ事務局だより発行(「すぐーる」にて配信)、青少年健全育成委員会「総会」出席 

8 月 落ち葉拾いお手伝い案内（「すぐーる」にて配信） 

 学校祭 飲み物時前調査 

９月 学校祭準備（飲み物搬入） 

9/18 打合せ（落ち葉拾い準備、4 校交流会準備、学校祭飲み物仕分け） 

10/3 学校祭飲み物提供 

10/23 落ち葉拾い１回目  

11 月 ＰＴＡ会計・体文振会計中間監査 

11/6 4 校交流会（当番校） 

11/13 落ち葉拾い 2 回目（中止） 

12 月 青少年健全育成委員会「地域交流会」出席 

1 月 委員会準備（運営委員会案内「すぐーる」にて配信、打合せ）、入学説明会準備 

１月末 陵陽会総会 

2/18 役員会、第 2 回運営委員会 

2 月中旬 入学説明会 

3/11 PTA 事務局だより発行 

3/13 卒業式 

3/21 

 

ＰＴＡ会計・体文振会計監査 

新年度準備（令和７年度年間予定確認、資料・配付書類の作成他） 

 

 

【区 P 連関連】 

 

 総会 5/9  運営委員会 6/5、9/26、2/10 

会長部会 7/5、12/6、2/28    

副会長部会 7/18、12/6、2/28    









審議事項① 

令和８年度 ＰＴＡ運営活動計画（案） 

１．はじめに 

陵陽中学校ＰＴＡは任意加入の団体であり、子どもたちの幸せと健やかな成長を願い、家庭と学

校と地域が協力し、教育環境の充実と向上を図る活動と、安心で安全な地域環境を整える活動を全

員参加のもと進めます。 

 

２．基本方針 

子どもたちのための活動を推進する。 

学校・地域と連携し協力する。 

会員相互の親睦を深め会員全員の参加を目指す。 

 

３．活動目標 

子どもの幸せと健やかな成長を願う親の想いを原動力にＰＴＡ活動を楽しみながら進めよう。 

 

４．活動重点 

（１）会員相互の意思の疎通を図り、共通理解のもと活動する。 

（２）委員会の状況に柔軟に対応し無理のない活動をする。 

（３）正しい情報を共有し諸問題の早期解決に努める。 

 

５．活動計画 

委 員 活 動 内 容 

 

 

学年委員会 

・運営委員会への参加 

・役員選考委員会への参加（次年度ＰＴＡ役員候補者への連絡等） 

・校外環境整備活動（落ち葉拾い）のお手伝い 

 

＊上記内容を学年ごとに役割分担を決めて活動していただきます＊ 

  

 

事 務 局 

・役員会、運営委員会の企画と運営 

・区 P連委員会への参加 

・「事務局だより」の発行 

・学校祭バザー（もしくはその代用案）の企画と運営 

・校外環境整備活動（落ち葉拾い）の企画と運営 

・陵陽中学校区青少年健全育成推進会への参加 

 

 

令和８年度のＰＴＡ活動は、 

学年委員 ８名程度の募集予定です。 

 

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 



審議事項②　

令和8年度（2026年度）PTA会計予算案

実際の人数は４月に確定します。

【収入の部】

７年度予算 ７年度決算 ８年度予算案 摘　　要

690,480 706,103 542,520 １家庭1１0円×12ヶ月×会員数(家庭数＋教員数）

246,140 246,000 201,700 生徒1名３８０円　1世帯１２０円

490,347 490,347 456,201

289 954 0 利子などは未定のため0と表記しています。

1,427,256 1,443,404 1,200,421

【支出の部】

７年度予算 ７年度決算 ８年度予算案 摘　　要

１運営委員会費 3,000 0 6,000 運営委員会費

２消耗品費 30,000 0 30,000 プリンターインク、マグネット、色上質紙他

３事務局費 30,000 30,000 20,000 事務局運営費、事務局通信費

４印刷費 100,000 7,950 100,000 用紙代、コピー機修理代

５交通費 10,000 0 30,000 区P連委員会出席交通費等

６渉外費 30,000 21,136 30,000 懇親会出席費等

７特別委員会費 12,000 4,376 12,000 選考委員会費

  　小　　計 215,000 63,462 228,000

８環境費 10,000 7,273 10,000 落ち葉拾いごみ袋

９学級通信費 13,000 12,500 13,000 学級PTA連絡通信費（500×2人×13学級）

１０記念品費 100,000 74,820 100,000 卒業記念品印鑑代（1個520円）

１１慶弔費 20,000 10,000 20,000 香典等

１２式典費 100,000 0 100,000 令和７年度から卒業証書ホルダー

   小　　計 243,000 104,593 243,000

１３分担金 243,095 244,650 114,430 市Ｐ連、区P連、進路、特別支援、分担金等

１４PTA共済会 246,140 246,000 204,740 ＰＴＡ共済会

１５雑費 10,000 3,886 10,000 振り込み手数料

１６予備費 358,899 64,575 250,251 PTA個人情報漏洩保証制度、学校祭・落ち葉拾い飲み物

１７備蓄 150,000 150,000 150,000 周年行事（10万円）・特別会計積立金（5万円）

   小　　計 1,008,134 709,111 729,421

1,466,134 877,166 1,200,421

＊ 分担金算出 市Ｐ230円 230円×409人 94,070 ※230円×世帯数（家庭数＋教員数）

豊平区Ｐ40円 40円×409人 16,360 ※40円×世帯数（家庭数＋教員数）

進路指導主事会費 3,000

札幌市特別支援教育研究連絡協議会 1,000

計 114,430

※ 基本的に５月から8月までを納入月とする(予定)。
※ PTA会費を令和８年度から月1１0円・年間1,３２0円とする。
※ 卒業生への紅白餅は2025年から卒業証書ホルダーに変更。卒業証書ホルダーの支出は進路費→PTA費に変更。

※ 研修費、広報費を表から削除する。（令和８年度予算より）
※ 令和８年度より中体連、中文連、教護協会の分担金は学校諸費で納入することに変更。

雑収入

（R8年4月9日現在　生徒数  409人・家庭数 383・教員数 33人）

項　目

会  費

PTA共済会

繰越金

合  計

運
営
費

そ
の
他

合　　計



審議事項③ 

 

 

【札幌市立陵陽中学校保護者と先生の会会則の改正 （案）】 

 

 

今後、総会の対面開催・書面開催両方に対応するよう、会則の下線部分の改正を提案いたします。 

 

現行 改正（案） 

 

第 3章  組織 

第 6条 本会に次の役員、会計監査及び委員をお 

き、任期１年とする。但し、再任は妨げない。役員に 

欠員が生じた場合は、運営委員会において補充す 

ることができる。その任期は、前任者の在任期間と 

する。 

１． 役 員 

会長 1名  副会長 若干名（内一人は教頭）   

事務局長 1名(教員)  

事務局次長 若干名（内一人は教員） 

会計 2名（内一人は教員）  

２． 会計監査 2名 

３． 学級委員 各学級より 4 名（以下、委員と称

する） 

 

第 8条 本会に次の専門委員会を設ける。 

１． 学年委員会 

２． 広報委員会 

３． 環境委員会 

４． 研修委員会 

 

第４章  役員、委員の選出 

第 10条 役員、会計監査及び委員の選出は次のと 

おりとする。 

３． 委員は、学級毎に会員の互選で 4名選出

し、学年委員会に 2名、学年毎に受け持つ

各専門委員会に 2名所属する。 

5. ②役員選考委員会規定 

  （構成） 

・運営委員会より若干名 

・各学年委員会より 1名ずつ 

・各専門委員会より 1名ずつ 

 

第 3章  組織 

第 6条 本会に次の役員、会計監査及び委員をお 

き、任期１年とする。但し、再任は妨げない。役員に 

欠員が生じた場合は、運営委員会において補充す 

ることができる。その任期は、前任者の在任期間と 

する。 

４． 役 員 

会長 1名  副会長 若干名（内一人は教頭）   

事務局長 1名(教員)  

事務局次長 若干名（教員も含む） 

会計 若干名（内一人は教員）  

５． 会計監査 2名 

３． 学年委員 各学年より 8名程度（以下、委員

と称する） 

 

第 8条 本会に次の専門委員会を設ける。 

１． 学年委員会 

 

 

 

 

第４章  役員、委員の選出 

第 10条 役員、会計監査及び委員の選出は次のと 

おりとする。 

2. 委員は、学年毎に 8名程度選出し、学年委

員会に所属する。 

 

5. ②役員選考委員会規定 

  （構成） 

・運営委員会より若干名 

・各学年委員会より 2名ずつ 

 



第 5章  総会及びその任務 

第 11条 本会運営のために、次の会を開催する。 

3. 専門委員会 

それぞれの委員と担当教員によって構成し、

委員長がこれを招集する。 

  （２）広報委員会 本校の諸活動に必要な広報活

動を行う。 

  （３）環境委員会 校内外の環境整備を図るとと

もに、生徒の健全育成のために活動を行う。 

  （４）研修委員会 会員相互の教養と親睦を高め

る活動を行う。 

第 5章  総会及びその任務 

第 11条 本会運営のために、次の会を開催する。 

3. 専門委員会 

委員と担当教員によって構成する。 

   

 

 



審議事項④ 

令和８年度 PTA 役員候補（案） 

札幌市立陵陽中学校 PTA 役員選考委員会結果 

役 職 候 補 者 名 

会 長 堀尾 万理（３－１） 

副会長 濱岸 典子（３－４） 

副会長 横田 正男（３－１） 

副会長 片庭 佳奈子（１－１） 

事務局次長 佐々木 麻由香（３－２） 

事務局次長 舩木 麻美（３－４） 

会 計 小須田 亜紀子（２－４） 

会 計 中村 茉里（２－６） 

会計監査 山谷 郁恵（３－１） 

会計監査 川上 晶子（３－２） 

 令和７年度 PTA役員選考委員会より、以上 10名の方を推薦申し上げます。 

                       令和８年４月 28日（火） 

            令和７年度 PTA役員選考委員会委員長 日野 朱子 



 

札幌市立陵陽中学校保護者と先生の会 
 

第１章  総 則 

第１条 本会は、札幌市立陵陽中学校保護者と先生の会と称し、事務局を同校におく。 

第２条 本会は、会員相互の理解と協力によって生徒の健全な成長をはかることを目的

とする。 

第２章  方針及び活動 

第３条 本会は、教育を本旨とする民主的社会教育団体として運営し、生徒の福祉増進

を願う他の団体と協力して活動する。 

第４条 本会は、前条の目的、方針をとげる為に次の活動をする。 

  １．家庭、学校及び社会における生徒の福祉の増進をはかる。 

  ２．教育環境の整備をはかる。 

  ３．会員の教養を高め、お互いの理解と親睦をはかる。 

  ４．その他、必要と認めたこと。 

第３章  組 織 

第５条 本会の会員は、次の通りとする。 

  １．学校に在籍する生徒の保護者 

  ２．学校に勤務する校長及び教職員 

第６条 本会に次の役員、会計監査及び委員をおき、任期１年とする。但し再任は妨げ

ない。役員に欠員が生じた場合は、運営委員会において補充することができる。

その任期は、前任者の在任期間とする。 

  １．役 員 

     会 長  １名          副会長   若干名（内１名は教頭） 

     事務局長 １名（教員）      事務局次長 若干名（内１名は教員） 

     会 計  ２名（内１名は教員）  

  ２．会計監査 ２名 

  ３．学級委員 各学級より４名（以下、委員と称する） 

第７条 本会の役員及び会計監査ならびに委員の任務は次の通りとする。 

  １．会長は会務を統括し、本会を代表する。 

  ２．副会長は会長を補佐し、会長欠席の時はその職務を代行する。 

  ３．事務局長は、総会及び運営委員会の議事並びにこの会の活動に関する重要事項

を記録し保存する。 

  ４．事務局次長は、事務局長を補佐し、本会の事務を処理する。 

５．会計は、本会の会計事務を処理し、財産を管理する。 

６．会計監査は、本会の会計を監査し、総会にその結果を報告する。 

７．委員は、学年委員会、専門委員会の構成員となり業務を推進する。 



 

第８条 本会に次の専門委員会を設ける。 

１．学年委員会  

  ２．広報委員会 

  ３．環境委員会 

  ４．研修委員会  

第９条 会長は、本会の事業運営上必要と認めたときには、運営委員会の承認を得て、

特別委員会をおくことができる。 

第４章  役員、委員の選出 

第 10条 役員、会計監査及び委員の選出は次の通りとする。 

  １．役員及び会計監査は総会で選出する。 

  ２．各役員は他の役員を兼ねる事はできない。 

  ３．委員は、学級毎に会員の互選で４名選出し、学年委員会に２名、学年毎に受け

持つ各専門委員会に２名所属する。 

  ４．各委員会の正副委員長は、委員の互選で決める。 

  ５．① 役員選考委員会を設ける。 

    ② 役員選考委員会規定 

（目的）・本規定は役員及び会計監査の選出を、迅速・公正に行う為に設け 

られたものである。 

     （構成）・運営委員会より若干名   

・各学年委員会より１名ずつ 

         ・各専門委員会より１名ずつ 

         ・教員２名（教頭・事務局長） 

         ・互選により正（保護者）、副（保護者・教員１名）委員長をおく 

（任務）・役員及び会計監査候補を推薦し、本人の同意を得たうえで総会に 

報告し、承認を得るものとする。 

         ・選考活動内容等を外部に漏らしてはならない。他言しない。 

     （任期）・委員の任期は、次年度の総会までとする。 

第５章  総会及びその任務 

第 11条 本会運営のために、次の集会を開催する。 

  １．総 会 

（１）総会は、本会の最高議決機関であり、毎年１回４月に定期総会を開く。 

（２）総会は、前年度の決算、事業報告、当該年度の予算、事業計画、役員の 

   改選、その他必要事項を決定する。 

（３）運営委員会が必要と認めた時、または会員の十分の一以上の要求があっ 

た時は臨時総会を開くことができる。 

（４）総会の決議は、以下の同意を必要とする。 

       ①対面開催の場合、出席者の過半数。 



 

       ②書面開催の場合、回答者の過半数。 

 

（５）可否同数の時は、議長がこれを決する。 

２．運営委員会 

    （１）運営委員会は、総会に次ぐ決議機関であり、役員及び会計監査、各委員

会の正副委員長、担当教員ならびに校長で構成する。 

     （２）運営委員会は、月例に会長が招集し本会運営の具体的事項について審議

する。 

    （３）運営委員会は、総会の議決と会則にもとづき会務の運営にあたり、総会

に提出する提案を整理処理する。 

  ３．専門委員会 

      それぞれの委員と担当教員によって構成し、委員長がこれを招集する。 

（１）学年委員会 

       学年ＰＴＡ相互の連絡と共通事項を処理し、生徒の日常生活指導の向上

を援助する活動を行う。 

    （２）広報委員会 

       本校の諸活動に必要な広報活動を行う。 

    （３）環境委員会 

       校内外の環境整備を図るとともに、生徒の健全育成のために活動を行う。         

    （４）研修委員会  

       会員相互の教養と親睦を高める活動を行う。 

  ４．学級ＰＴＡ 

    （１）学級の会員と担任で構成し、相互の共通理解をはかる。 

    （２）学級選出委員は学年委員に協力し学級ＰＴＡの企画運営をし、担任と連

携し学級の諸問題についての処理にあたる。 

  ５．特別委員会 

      必要に応じて運営委員会の決議をもって設ける。 

第６章  慶弔・表彰 

第 12条 会員の慶弔、表彰については、別に定める慶弔規定によるものとし、その他必 

要のある場合は、役員会で協議し運営委員会に報告する。 

第７章  会 計 

第 13条 本会の活動に要する経費は会費、その他の収入によって支弁される。 

第 14条 会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第８章  付 則 



 

 

 

札幌市立陵陽中学校保護者と先生の会 慶弔規定 
 

第１条 本規定は会則第１２条に基づき、生徒及び会員に対する慶弔について必要な事 

項を定める。 

 

第２条 弔慰金については次の通り定める 

  １．生徒及び会員の弔事（死亡）に際しては、原則代表者が参列し、弔慰金をおく 

る。 

  ２．弔慰金については一万円とする。 

  ３．弔慰金の準備は、原則学校で行うものとする。 

  ４．その他必要のある場合は役員会で協議し、運営委員会に報告する。 

 

第３条 表彰などの慶事については、必要に応じて役員会で協議して対応するものとし、

運営委員会に報告するものとする。 

 

第４条 本規定に定める経費はＰＴＡの慶弔費をもって充てる。 

 

第５条 本規定の慶弔金に対する返礼は原則行わないものとする。 

 

第６条 本規定は運営委員会で改正できるものとする。 

 

付 則 本規定は令和４年４月２７日より実施する。 

 



 

 

《個人情報取扱規則》 

 

 

第１条 個人情報を取得する場合 

 

1. 個人情報を何に使うか、あらかじめ利用目的を特定し、本人に伝えること。 

 

 

第２条 個人情報を利用する際 

 

1. 取得した個人情報は、特定した利用目的以外には使わないこと。 

 

 

第３条 個人情報を保管する際 

 

1. 取得した個人情報は安全に管理すること。配布の際には配布先の会員に紛失や盗難

に注意すること、また転売などしないように注意喚起を行う。 

2. 電子ファイルの場合は、PCまたはファイルにパスワードの設定を行うこと。 

 

 

第４条 個人情報を他人に渡す際 

 

1. 個人情報を他人（本人以外の第三者）に渡す場合は、原則、本人の同意を取得する

こと。ただし、下記のような場合は、同意を得なくても提供できる。 

（1） 警察からの照合（法令に基づく場合） 

（2） 災害発生時の安否確認 

（3） 会員名簿を印刷業者に委託する場合で、印刷業者に名簿を提供する場合 

 

 

第５条 本人から個人情報の開示を求められた際 

 

1. 個人情報について、本人から開示や訂正、削除を求められた場合は、適切に処理す

ること。 

 











{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["ja-jp"],"usedOnDeviceOCR":false}




{"type":"Form","isBackSide":false,"languages":["ja-jp"],"usedOnDeviceOCR":false}



